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(57)【要約】
【課題】異なる無線システムとの同時通信により生じる
干渉を効率的に回避するための技術を提供することであ
る。
【解決手段】本発明の一態様は、セルラシステムとの第
１の無線通信を制御するセルラ通信制御部と、前記セル
ラシステムと異なる無線システムとの第２の無線通信を
制御する他無線システム通信制御部とを有するユーザ装
置であって、前記セルラ通信制御部は、前記第１の無線
通信において取得した情報に基づき、前記第１の無線通
信と前記第２の無線通信との間の干渉を示す干渉通知を
前記セルラシステムに通知するユーザ装置に関する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラシステムとの第１の無線通信を制御するセルラ通信制御部と、
　前記セルラシステムと異なる無線システムとの第２の無線通信を制御する他無線システ
ム通信制御部と、
を有するユーザ装置であって、
　前記セルラ通信制御部は、前記第１の無線通信において取得した情報に基づき、前記第
１の無線通信と前記第２の無線通信との間の干渉を示す干渉通知を前記セルラシステムに
通知するユーザ装置。
【請求項２】
　前記取得した情報は、前記第１の無線通信における基地局測位により取得した位置情報
を含む、請求項１記載のユーザ装置。
【請求項３】
　前記セルラ通信制御部は、前記取得した位置情報に基づき当該ユーザ装置が干渉発生エ
リアにあるか判断し、当該ユーザ装置が干渉発生エリアにあると判断すると、前記干渉通
知を前記セルラシステムに通知する、請求項２記載のユーザ装置。
【請求項４】
　前記セルラ通信制御部は、前記取得した位置情報に基づき当該ユーザ装置が前記異なる
無線システムによる測位が不可な測位不可エリアにあるか判断し、当該ユーザ装置が測位
不可エリアにあると判断すると、前記他無線システム通信制御部をオフ状態に切り替える
、請求項２記載のユーザ装置。
【請求項５】
　前記取得した情報は、前記第１の無線通信の送信条件を含み、
　前記セルラ通信制御部は、前記送信条件に応じて前記第２の無線通信の品質劣化に対す
る前記干渉通知を送信するトリガ条件を制御する、請求項１乃至４何れか一項記載のユー
ザ装置。
【請求項６】
　前記取得した情報は、前記第１の無線通信における通信品質を含み、
　前記セルラ通信制御部は、前記通信品質に応じて前記第２の無線通信の品質劣化に対す
る前記干渉通知を送信するトリガ条件を制御する、請求項１乃至４何れか一項記載のユー
ザ装置。
【請求項７】
　前記取得した情報は、前記セルラシステムのカントリコードを含み、
　前記セルラ通信制御部は、前記カントリコードに応じて前記第２の無線通信の品質劣化
に対する前記干渉通知を送信するトリガ条件を制御する、請求項１乃至４何れか一項記載
のユーザ装置。
【請求項８】
　セルラシステム及び前記セルラシステムと異なる無線システムと通信するユーザ装置に
よる通信方法であって、
　前記セルラシステムとの第１の無線通信において情報を取得するステップと、
　前記取得した情報に基づき、前記第１の無線通信と前記異なる無線システムとの第２の
無線通信との間の干渉を示す干渉通知を前記セルラシステムに通知するステップと、
を有する通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のスマートフォンやタブレット（以下において、ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉ
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ｐｍｅｎｔ：ＵＥ）と総称する）は、典型的には、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ）システムやＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムなどのセルラシステムと共
に、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などのセルラシステム以外
の無線システム（以下において、他無線システムと総称する）と通信可能である。このよ
うなユーザ装置には、セルラシステムとの無線通信を制御するためのセルラチップと、他
無線システムとの無線通信を制御するための他システムチップとが搭載されている。これ
ら２つのチップは独立したチップとして構成されており、ユーザ装置は、セルラチップと
他システムチップとを用いてセルラ通信と他無線通信とを同時に実行することができる。
【０００３】
　一方、ユーザ装置がセルラシステムの基地局（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ：ｅＮＢ）
に無線信号を送信する際、相互変調歪み（Ｉｎｔｅｒ－Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｔ
ｏｒｔｉｏｎ：ＩＭＤ）や高調波歪み（Ｈａｒｍｏｎｉｃ　Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ）がユ
ーザ装置内に発生することが知られている。セルラシステムと他無線システムとの同時通
信中に、このような相互変調歪みや高調波歪みが他無線通信の受信周波数帯に落ち込むと
、他システムチップによる受信感度が劣化する。例えば、図１に示されるように、ユーザ
装置がキャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ）に
より２つのコンポーネントキャリアＣＣ＃１，ＣＣ＃２を介しセルラ通信を実行している
とき、相互変調歪みが他システムチップの受信周波数帯に落ち込み、他システムチップに
おける受信感度を劣化させる。
【０００４】
　このようなセルラ通信において発生する相互変調歪みや高調波歪みによる他無線通信の
受信感度の劣化を回避するため、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）では、ＩｎＤｅｖｉｃｅＣｏｅｘＩｎｄｉｃａｔｉｏｎ
として参照されるユーザ装置によるシグナリングが規定されている。すなわち、ユーザ装
置は、当該シグナリングを基地局に送信し、セルラシステムへの送信が他無線通信におい
て干渉を生じさせる可能性があることをネットワーク側に通知する。当該シグナリングを
受信すると、基地局は、ユーザ装置に対するリソースブロック（ＲＢ）割当ての変更やキ
ャリアアグリゲーションにおけるセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）の解除などの適切な干渉
対処処理を実行することができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　Ｖ．１３．０．０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＩｎＤｅｖｉｃｅＣｏｅｘＩｎｄｉｃａｔｉｏｎを通知するための具体
的なトリガ条件は仕様において規定されていない。例えば、ユーザ装置がセルラシステム
及び他無線システムと同時通信するときに、ユーザ装置は、ＩｎＤｅｖｉｃｅＣｏｅｘＩ
ｎｄｉｃａｔｉｏｎを通知するようにしてもよい。あるいは、図２に示されるように、セ
ルラチップが他システムチップによる受信状態を監視し、セルラ通信が他無線システムの
受信品質を劣化させているとセルラチップが判断した場合、ユーザ装置は、ＩｎＤｅｖｉ
ｃｅＣｏｅｘＩｎｄｉｃａｔｉｏｎを通知するようにしてもよい。しかしながら、これら
ケースでは、セルラ通信が他無線通信の通信品質を実際に劣化させない場合であっても、
当該シグナリングを受信した基地局は、ユーザ装置に対してリソースブロック制限やセカ
ンダリセル解除などの干渉対処処理を実行してしまう可能性があり、不要なスループット
の低下を招くことになる。
【０００７】
　上述した問題点に鑑み、本発明の課題は、異なる無線システムとの同時通信により生じ
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る干渉を効率的に回避するための技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、セルラシステムとの第１の無線通信を制
御するセルラ通信制御部と、前記セルラシステムと異なる無線システムとの第２の無線通
信を制御する他無線システム通信制御部とを有するユーザ装置であって、前記セルラ通信
制御部は、前記第１の無線通信において取得した情報に基づき、前記第１の無線通信と前
記第２の無線通信との間の干渉を示す干渉通知を前記セルラシステムに通知するユーザ装
置に関する。
【０００９】
　本発明の他の態様は、セルラシステム及び前記セルラシステムと異なる無線システムと
通信するユーザ装置による通信方法であって、前記セルラシステムとの第１の無線通信に
おいて情報を取得するステップと、前記取得した情報に基づき、前記第１の無線通信と前
記異なる無線システムとの第２の無線通信との間の干渉を示す干渉通知を前記セルラシス
テムに通知するステップとを有する通信方法に関する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、異なる無線システムとの同時通信により生じる干渉を効率的に回避す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、ＬＴＥ送信によるＩＭＤが他無線システムの受信帯に落ち込む例を示す
図である。
【図２】図２は、デバイス間干渉を回避するための従来手法を示す概略図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例によるユーザ装置のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例による基地局のハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【図６】図６は、本発明の一実施例によるユーザ装置の機能構成を示すブロック図である
。
【図７】図７は、本発明の一実施例によるユーザ装置によるセルラシステムとの無線通信
制御処理を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００１３】
　以下の実施例では、異なる無線システムと同時通信可能なユーザ装置が開示される。後
述される実施例では、ユーザ装置は、１つの無線システムとの無線通信において取得した
情報に基づき、当該無線通信と他の無線システムとの他無線通信との間の干渉を示す干渉
通知の送信タイミングを決定する。具体的には、ユーザ装置は、ＬＴＥシステムやＬＴＥ
－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムなどのセルラ通信において取得した情報（位置情報、送信条
件、品質情報、カントリコードなど）に基づき、セルラ通信において発生する相互変調歪
みや高調波歪みがＧＮＳＳシステムや無線ＬＡＮシステムなどの他無線システムとの他無
線通信に干渉を生じさせないように、干渉通知を基地局に送信する。当該干渉通知を受信
すると、基地局は、リソースブロック制限やセカンダリセル解除などの干渉対処処理を実
行する。
【００１４】
　まず、図３を参照して、本発明の一実施例による無線通信システムを説明する。図３は
、本発明の一実施例による無線通信システムを示す概略図である。
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【００１５】
　図３に示されるように、無線通信システム１０は、ユーザ装置１００、基地局２００及
び他無線システム３００を有する。無線通信システム１０は、典型的には、ＬＴＥシステ
ム、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステム又は５Ｇシステムなどの３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）による規格に準拠した無
線通信システムであってもよい。しかしながら、本発明による無線通信システム１０は、
これに限定されず、例えば、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＵＭＴＳ　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔであ
ってもよいし、ＬＴＥ　ｓｉｎｇｌｅ－ｃｌｕｓｔｅｒ、ＬＴＥ　ｍｕｌｔｉ－ｃｌｕｓ
ｔｅｒ、ＵＬ　ｉｎｔｅｒ－ｂａｎｄ　ＣＡ、ＵＬ　ｉｎｔｒａ－ｂａｎｄ　ｃｏｎｔｉ
ｇｕｏｕｓ　ＣＡ、ＵＬ　ｉｎｔｒａ－ｂａｎｄ　ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ　ＣＡ
、Ｄｕａｌ　ＣｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙなどのＬＴＥシステムのバリエーションであって
もよい。また、図示された実施例では、１つの基地局２００しか示されていないが、無線
通信システム１０のサービスエリアをカバーするよう多数の基地局２００が配置される。
また、１つの他無線システム３００しか示されていないが、典型的には、測位システムや
無線ＬＡＮシステムなどの２つ以上のタイプの他無線システム３００が想定される。
【００１６】
　ユーザ装置（ＵＥ）１００は、基地局２００により提供されるセルを介し基地局２００
とセルラ通信を実行すると共に、他無線システム３００と他無線通信を実行する。典型的
には、ユーザ装置１００は、図示されるように、スマートフォン、携帯電話、タブレット
、モバイルルータ、ウェアラブル端末などの無線通信機能を備えた何れか適切な情報処理
装置であってもよい。
【００１７】
　図４に示されるように、ユーザ装置１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）として機能するプロセッサ１０１、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やフラッシュメモリなどのメモリ装置１０２、基地局２００及び
他無線システム３００との間で無線信号を送受信するための通信回路１０３、入出力装置
や周辺装置などのユーザインタフェース１０４、ユーザ装置１００内の温度を検知する温
度センサなどのセンサ１０５などのハードウェアリソースから構成される。例えば、後述
されるユーザ装置１００の各機能及び処理は、メモリ装置１０２に格納されているデータ
やプログラムをプロセッサ１０１が処理又は実行することによって実現されてもよい。し
かしながら、ユーザ装置１００は、上述したハードウェア構成に限定されず、後述する処
理の１以上を実現する回路などにより構成されてもよい。
【００１８】
　基地局（ｅＮＢ）２００は、セルを介しユーザ装置１００と無線接続することによって
、コアネットワーク（図示せず）上に通信接続された上位局やサーバから受信したダウン
リンク（ＤＬ）パケットをユーザ装置１００に送信すると共に、ユーザ装置１００から受
信したアップリンク（ＵＬ）パケットをサーバに送信する。ユーザ装置１００がキャリア
アグリゲーションをサポートしている場合、１つ以上の基地局２００は、２つ以上のセル
、すなわち、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ）とセカンダリセル（Ｓｃｅｌｌ）とをユーザ
装置１００に設定し、これらのセルを同時に利用してユーザ装置１００と無線信号を送受
信してもよい。
【００１９】
　図５に示されるように、基地局２００は、典型的には、ユーザ装置１００との間で無線
信号を送受信するためのアンテナ２０１、隣接する基地局２００と通信するためのＸ２イ
ンタフェース及びコアネットワーク（図示せず）と通信するためのＳ１インタフェースを
含む通信インタフェース２０２、ユーザ装置１００との送受信信号を処理するためのプロ
セッサ２０３、メモリ装置２０４などのハードウェアリソースから構成される。後述され
る基地局２００の各機能及び処理は、メモリ装置２０４に格納されているデータやプログ
ラムをプロセッサ２０３が処理又は実行することによって実現されてもよい。しかしなが
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ら、基地局２００は、上述したハードウェア構成に限定されず、他の何れか適切なハード
ウェア構成を有してもよい。
【００２０】
　他無線システム３００は、ユーザ装置１００に無線信号を送信し、及び／又はユーザ装
置１００から無線信号を受信することによって、ユーザ装置１００との無線通信を実行す
る。他無線システム３００は、限定することなく、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）システムなどのＧＮＳＳシステム、ＷｉＦｉシステムなどの
無線ＬＡＮシステムであってもよい。例えば、他無線システム３００がＧＮＳＳシステム
である場合、ユーザ装置１００は、ＧＮＳＳシステムから送信された無線信号を受信し、
受信した無線信号に基づき測位処理を実行する。また、他無線システム３００が無線ＬＡ
Ｎシステムである場合、ユーザ装置１００は、無線ＬＡＮシステムのアクセスポイントと
無線接続し、無線信号をやりとりする。
【００２１】
　次に、図６を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置を説明する。図６は、本発
明の一実施例によるユーザ装置の機能構成を示すブロック図である。
【００２２】
　図６に示されるように、ユーザ装置１００は、セルラ通信制御部１１０及び他無線シス
テム通信制御部１２０を有する。
【００２３】
　セルラ通信制御部１１０は、基地局２００との無線通信を制御する。具体的には、セル
ラ通信制御部１１０は、基地局２００と無線接続し、基地局２００との間でアップリンク
／ダウンリンク制御チャネルやアップリンク／ダウンリンクデータチャネルなどの各種無
線信号を送受信する。典型的には、セルラ通信制御部１１０が特定の周波数帯の組み合わ
せによりキャリアアグリゲーションを実行する際、相互変調歪み（Ｉｎｔｅｒ－Ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ：ＩＭＤ）や高調波歪み（Ｈａｒｍｏｎｉｃ　Ｄｉ
ｓｔｏｒｔｉｏｎ）がユーザ装置１００内に発生することが知られている。上述したよう
に、この相互変調歪みや高調波歪みが他無線システム３００からユーザ装置１００に送信
される無線信号の受信周波数帯に落ち込むと、他無線システム３００と他無線システム通
信制御部１２０との間の他無線通信に干渉が発生し、他無線システム通信制御部１２０に
よる受信感度を劣化させる。例えば、図１に示されるように、ユーザ装置がキャリアアグ
リゲーションにより２つのコンポーネントキャリアＣＣ＃１，ＣＣ＃２を介しセルラ通信
を実行しているとき、相互変調歪みが他システムチップの受信周波数帯に落ち込み、他シ
ステムチップにおける受信感度を劣化させる。しかしながら、本発明は、キャリアアグリ
ゲーションにおける相互変調歪みや高調波歪みによる干渉への適用に限定されず、異なる
無線システムとの通信により生じる何れの干渉にも適用可能である。
【００２４】
　また、セルラ通信制御部１１０は、基地局２００との無線通信において取得した情報に
基づき、基地局２００とのセルラ通信と他無線システム３００との他無線通信との間の干
渉を示す干渉通知を基地局２００に通知する。当該干渉通知を受信すると、基地局２００
は、リソースブロックを再割り当てしたり、キャリアアグリゲーション実行中にはセカン
ダリセルを解除するなど、適切な干渉対処処理を実行する。例えば、セルラシステムがＬ
ＴＥシステム又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムである場合、当該干渉通知は、Ｉｎ
ＤｅｖｉｃｅＣｏｅｘＩｎｄｉｃａｔｉｏｎであってもよい。しかしながら、当該干渉通
知は、限定することなく、ＵＭＴＳ、ＵＭＴＳ　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ、５Ｇなどの他
のセルラシステムとのセルラ通信と、当該セルラシステムと異なる他無線システム３００
による他無線通信との間の干渉を示す何れかの通知であってもよい。
【００２５】
　一実施例では、セルラ通信において取得した情報は、セルラ通信における基地局測位に
より取得した位置情報を含むものであってもよい。ここで、基地局測位により取得される
位置情報は、サービング基地局２００の位置を示すものであってもよいし、又は複数の近
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傍の基地局２００からの電波強度から推定したユーザ装置１００の位置を示すものであっ
てもよい。例えば、セルラ通信制御部１１０は、取得した位置情報に基づきユーザ装置１
００が干渉発生エリアにあるか判断し、ユーザ装置１００が干渉発生エリアにあると判断
すると、干渉通知を基地局２００に通知してもよい。具体的には、セルラ通信制御部１１
０は、他無線通信との干渉が頻発するエリアに関する情報を保持し、基地局測位に基づき
取得したユーザ装置１００の位置が当該エリアに含まれているか判断する。なお、当該干
渉エリア情報は、基地局２００から取得してもよい。
【００２６】
　取得した位置が当該エリア内にある場合、セルラ通信制御部１１０は、干渉通知を基地
局２００に送信してもよい。すなわち、ユーザ装置１００が干渉頻発エリア内にある場合
、セルラ通信制御部１１０は、他無線システム３００との他無線通信と当該セルラ通信と
が同時に実行されると、干渉が発生する可能性が高いと判断し、干渉対処処理を要求する
ため干渉通知を基地局２００に送信する。他方、取得した位置が当該エリア外である場合
、セルラ通信制御部１１０は、干渉通知を送信することなくセルラ通信を実行し続けても
よい。すなわち、ユーザ装置１００が干渉頻発エリア外にある場合、セルラ通信制御部１
１０は、他無線システム３００との他無線通信と当該セルラ通信とが同時に実行されたと
しても干渉が発生する可能性は低く、基地局２００に干渉対処処理を要求する必要がない
と判断し、干渉通知を送信することなくセルラ通信を維持する。これにより、セルラ通信
制御部１１０は、他無線通信の通信状態を監視することなく、適切な送信タイミング干渉
通知を基地局２００に送信することができる。
【００２７】
　また、セルラ通信制御部１１０は、取得した位置情報に基づきユーザ装置１００が他無
線システム３００による測位が不可な測位不可エリアにあるか判断し、ユーザ装置１００
が測位不可エリアにあると判断すると、他無線システム通信制御部１２０をオフ状態に切
り替えてもよい。例えば、他無線システム３００がＧＮＳＳシステムであり、ユーザ装置
１００が屋内エリアなどの測位不可エリア内にある場合、セルラ通信制御部１１０は、他
無線システム通信制御部１２０に他無線通信を中止するよう指示してもよい。これにより
、ユーザ装置１００が測位不可エリアにある間、不要な他無線通信の実行を回避し、バッ
テリ消費を低減することが可能になる。
【００２８】
　他無線システム通信制御部１２０は、セルラシステムと異なる他無線システム３００と
の無線通信を制御する。例えば、他無線システム３００は、限定することなく、ＧＮＳＳ
システムや無線ＬＡＮシステムであってもよい。例えば、他無線システム３００がＧＮＳ
Ｓシステムである場合、他無線システム通信制御部１２０は、複数のＧＮＳＳ衛星から測
位信号を受信し、所定の測位アルゴリズムに従って、受信した複数の測位信号に基づきユ
ーザ装置１００を測位する。あるいは、他無線システム３００が無線ＬＡＮシステムであ
る場合、他無線システム通信制御部１２０は、アクセスポイントに無線接続し、当該アク
セスポイントを介し無線ＬＡＮシステムと無線信号をやりとりする。
【００２９】
　また、セルラ通信制御部１１０と他無線システム通信制御部１２０とは通信接続され、
セルラ通信制御部１１０は、他無線システム通信制御部１２０による他無線通信を監視し
てもよい。このとき、セルラ通信制御部１１０は、他無線通信の通信品質を監視し、品質
劣化量などの品質情報を取得してもよい。
【００３０】
　一実施例では、セルラ通信において取得した情報は、基地局２００とのセルラ通信の送
信条件を含んでもよく、セルラ通信制御部１１０は、当該送信条件に応じて他無線通信の
品質劣化に対する干渉通知を送信するトリガ条件を制御してもよい。当該送信条件は、セ
ルラ通信における送信リソースブロック（ＲＢ）数、送信電力、ユーザ装置１００内の温
度などを含むものであってもよい。また、トリガ条件は、干渉通知の促進の程度を示す指
標であり、例えば、他無線通信の品質劣化量であってもよい。すなわち、トリガ条件に指
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定された品質劣化量を超える品質劣化が他無線通信において生じていることが検出された
場合に、セルラ通信制御部１１０は、干渉通知を基地局２００に送信してもよい。例えば
、送信リソースブロック数が多くなるに従って、トリガ条件に指定される品質劣化量は小
さくされてもよい。これは、送信リソースブロック数が多い場合、リソースブロック制限
やセカンダリセル解除などの干渉対処処理が実行されたとしても、セルラ通信はそれほど
劣化しないと考えられる。このため、セルラ通信制御部１１０は、トリガ条件を緩和し、
すなわち、より小さな品質劣化量が他無線通信において検出されても、干渉通知を基地局
２００に送信してもよい。他方、送信リソースブロック数が多い場合、干渉対処処理が実
行されると、セルラ通信は著しく劣化すると考えられる。このため、セルラ通信制御部１
１０は、トリガ条件を厳しくし、すなわち、より大きな品質劣化量が他無線通信において
検出された場合に限って、干渉通知を基地局２００に送信してもよい。同様の発想から、
送信電力が高くなるに従って、トリガ条件に指定される品質劣化量は大きくなってもよい
。また、温度が高くなるに従って、トリガ条件に指定される品質劣化量は大きくなっても
よい。
【００３１】
　一実施例では、セルラ通信において取得した情報は、基地局２００とのセルラ通信にお
ける通信品質を含んでもよく、セルラ通信制御部１１０は、当該通信品質に応じて他無線
通信の品質劣化に対する干渉通知を送信するトリガ条件を制御してもよい。例えば、当該
通信品質は、基地局２００により提供されるセルのＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）やＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）などであってもよい。例えば、セルの通信品
質が良好であるに従って、トリガ条件に指定される品質劣化量は小さくなってもよい。具
体的には、通信品質が良好である場合、リソースブロック制限やセカンダリセル解除など
の干渉対処処理が実行されたとしても、セルラ通信はそれほど劣化しないと考えられる。
このため、セルラ通信制御部１１０は、トリガ条件を緩和し、すなわち、より小さな品質
劣化量が他無線通信において検出されても、干渉通知を基地局２００に送信してもよい。
他方、通信品質が不良である場合、干渉対処処理が実行されると、セルラ通信は更に劣化
すると考えられる。このため、セルラ通信制御部１１０は、トリガ条件を厳しくし、すな
わち、より大きな品質劣化量が他無線通信において検出された場合に限って、干渉通知を
基地局２００に送信してもよい。
【００３２】
　一実施例では、セルラ通信において取得した情報は、セルラシステムのカントリコード
を含んでもよく、セルラ通信制御部１１０は、当該カントリコードに応じて他無線通信の
品質劣化に対する干渉通知を送信するトリガ条件を制御してもよい。例えば、海外ローミ
ング中、ユーザ装置１００は、ＧＮＳＳシステムや無線ＬＡＮシステムを利用する傾向に
ある。このため、海外ローミング中はより良好に他無線通信を利用できるように、干渉通
知をより送信しやすくしてもよい。すなわち、基地局２００から取得した報知情報に含ま
れるカントリコードが外国のものである場合、セルラ通信制御部１１０は、トリガ条件を
緩和し、すなわち、より小さな品質劣化量が他無線通信において検出されても、干渉通知
を基地局２００に送信してもよい。他方、カントリコードが国内のものである場合、セル
ラ通信制御部１１０は、トリガ条件を厳しくし、すなわち、より大きな品質劣化量が他無
線通信において検出された場合に限って、干渉通知を基地局２００に送信してもよい。
【００３３】
　なお、セルラ通信において取得した情報は、上述したセルラ通信における基地局測位に
より取得した位置情報、基地局２００とのセルラ通信の送信条件、基地局２００とのセル
ラ通信における通信品質及びセルラシステムのカントリコードの何れか２つ以上の組み合
わせであってもよいし、あるいは、他の何れか適切な情報であってもよい。
【００３４】
　次に、図７を参照して、本発明の一実施例によるユーザ装置による無線通信制御処理を
説明する。図７は、本発明の一実施例によるユーザ装置によるセルラシステムとの無線通
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【００３５】
　図７に示されるように、ステップＳ１０１において、ユーザ装置１００は、基地局２０
０とセルラ通信を実行する。このとき、ユーザ装置１００は、当該セルラ通信において、
上述した位置情報、送信条件、品質情報、カントリコードなどの情報を取得してもよい。
【００３６】
　ステップＳ１０２において、ユーザ装置１００は、他無線システム３００との他無線通
信があるか判断する。例えば、ユーザが地図アプリケーションを起動したとき、あるいは
、起動中のアプリケーションから位置情報が要求されたとき、ユーザ装置１００は、他無
線システム３００としてＧＮＳＳシステムとの他無線通信を起動する。あるいは、ユーザ
がＷｉＦｉシステムとの通信を選択したとき、ユーザ装置１００は、他無線システム３０
０としてＷｉＦｉシステムとの他無線通信を起動する。
【００３７】
　他無線通信が検出された場合（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、ユーザ装置１００は、ステップＳ
１０３において、セルラ通信において取得した情報に基づき干渉通知（ＩｎＤｅｖｉｃｅ
ＣｏｅｘＩｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を基地局２００に送信する必要があるか判断する。例え
ば、当該情報は、基地局測位により取得したユーザ装置１００の位置情報、セルラ通信に
おける送信条件又は通信品質、セルラシステムのカントリコード、これらの何れか２つ以
上の組み合わせ、あるいは、他の何れか適切な情報であってもよい。他方、他無線通信が
検出されなかった場合（Ｓ１０２：ＮＯ）、ユーザ装置１００は、ステップＳ１０４にお
いて、現在実行中のセルラ通信を続ける。
【００３８】
　ユーザ装置１００が干渉情報を基地局２００に送信する必要がある場合（Ｓ１０３：Ｙ
ＥＳ）、ユーザ装置１００は、ステップＳ１０５において、干渉情報を基地局２００に通
知する。他方、ユーザ装置１００が干渉情報を基地局２００に送信する必要がない場合（
Ｓ１０３：ＮＯ）、ユーザ装置１００は、ステップＳ１０４において、現在実行中のセル
ラ通信を続ける。
【００３９】
　ステップＳ１０６において、当該干渉情報を受信した基地局２００による干渉対処処理
に従って、ユーザ装置１００は、リソースブロック制限やセカンダリセル解除などを実行
する。
【００４０】
　ステップＳ１０７において、ユーザ装置１００は、基地局２００とのセルラ通信を継続
するか判断し、セルラ通信を継続する場合、ステップＳ１０２に戻り、セルラ通信を継続
しない場合、ステップＳ１０８において、基地局２００とのセルラ通信を終了する。
【００４１】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は上述した特定の実施形態に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の
変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１０　無線通信システム
１００　ユーザ装置
１１０　セルラ通信制御部
１２０　他無線システム通信制御部
２００　基地局
３００　他無線システム
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